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 酷暑、という言葉が適切でしょうか。暑さに弱い私にとっては一年で一番厳しい季節がや

ってきました。過去に二回入院しましたが、いずれも真夏でした。皆様も体にはお気をつけ

ください。 

 さて、今回も知的所有権ニュースをお届けします。最近の特許関連のニュースや連絡事項

などを記載しました。なお、業務内容に関する細かなご質問につきましては電子メールやフ

ァクシミリにてお受けしております。 三枝 

 

 最近三カ月間の特許行政関係の出来事のうち重要と思われる項目を以下に記載します。 

 

１．コンセント制度による初めての登録事例が発表されました。 

 令和５年改正商標法において導入されました留保型コンセント制度に関し、去る４月７日

に特許庁により上記コンセント制度による初めての商標登録が行われたことが発表されまし

た。清酒（日本酒）の製造販売業者の文字商標の商標登録出願（商願２０２４－３４１４４

、第３３類）に対する、ほぼ同じ文字からなる「有店舗メディアミックス型ビジネスモデル

」でギフト用品および生活関連用品を全国の販売店を通じて販売する販売業者の商標登録第

５９９１１１６号を引用商標（第３５類）とする審査において、出願人が承諾書、合意書、

出願人の業務内容を示す資料、引用商標の商標権者の業務内容を示す資料を提出することに

よって登録されたようです。 

 

２．経産省により知的財産のライセンスに関する調査報告が行われました。 

 経産省では、去る５月に、特許出願・商標出願等の知的財産活動を行っている約３，００

０の企業にアンケートを実施し、特許権・商標権・プログラム・著作権・技術ノウハウにつ

いて、技術分類・産業分類毎のロイヤルティ料率の分布など、ロイヤルティ料率の実態を調

査した結果を公表しました。前回の調査は２０１０年３月に公表されていますので、ほぼ１

５年ぶりとなります。 

 調査結果としては、以下の内容が公表されています。 

  ①ロイヤルティ料率に係るアンケート調査 

  ②実施料率が関係する裁判例調査 

  ③知財価値評価に関する文献調査 

  ④知財権集約ビジネス事例集 

 

３．産業構造審議会知的財産分科会における審議内容について 

 現在、特許制度、商標制度、意匠制度に関して、それぞれ重要な検討課題が審議されてい

ます。以下に、それぞれの審議項目を示します。これらは、今後、順次法改正の対象となっ

ていくものと思われます。 

  ①特許制度に関する検討課題について（令和７年６月４日） 

   ・国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護 

   ・AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応 

   ・ePCTによるオンライン出願・発送の導入 

   ・国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直し 

   ・公報におけるプライバシーの保護 
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   ・知的財産の侵害抑止へ向けた取組 

  ②商標制度に関する検討課題について（令和７年６月１３日） 

   ・インターネット上の国境をまたいだ商標の使用 

   ・仮想空間における商標の保護 

   ・生成AI技術の発達を踏まえた商標制度上の整理 

  ③意匠制度に関する検討課題について（令和７年６月３０日） 

   ・仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方 

   ・生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度上の適切な対応 

 

４．令和８年度全国発明表彰の募集について 

 現在、（公社）発明協会が主催する全国発明表彰の募集が行われています。以下に募集要

項を示します。 

 応募方法：所定の調査表に必要事項をご記入の上、所在都道府県の発明協会にご提出くだ

さい。詳細は、下記アドレスよりご確認ください。    

 https://www.koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/2026/zenkoku_boshuyoko.html 

応募締め切り： 令和7年8月29日（金）消印有効 

お問い合わせ先： 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-1 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス8階 

        公益社団法人発明協会 発明奨励グループ 

         TEL 03-3502-5431 FAX 03-3502-3485 

         E-mail：shourei@jiii.or.jp 

 

以上 

 

【連絡事項】 

・長野県発明協会による無料相談事業 

 時間は午後１時～４時です。なお、相談には予約が必要です。（予約連絡先：各相談

会の会場又は発明協会長野県支部026-228-5559） 
※弊所担当の相談日は以下の予定です。なお、担当が変更される場合があります。 

 令和８年 １月２３日（金） 飯田商工会議所 

 令和８年 ２月２０日（金） 飯田商工会議所 

 令和８年 ３月１９日（木） 飯田商工会議所 

 

・諏訪圏特許事務所連合会による無料発明相談 

 時間はいずれも午後１時～４時です。できるだけ事前の予約をお願いします。 
 諏訪商工会議所：偶数月の第３木曜日：予約連絡先：0266-52-2155 

 茅野商工会議所：随時：予約連絡先：0266-72-2800（予約のみ対応） 

 テクノプラザおかや：毎月第３火曜日：予約連絡先：0266-21-7000 

 下諏訪商工会議所：偶数月の第１水曜日：予約連絡先：0266-27-8533（現時点では予約があった場合

のみ対応） 

※弊所担当の相談日は以下の予定です。なお、担当が変更される場合があります。 

 令和７年 ９月１６日（火） テクノプラザおかや 

 令和７年１２月１８日（木） 諏訪商工会議所 

 令和８年 ２月１７日（火） テクノプラザおかや 

 

※なお、弊所にて実施する初回の相談料（１時間以内）は無料となります。お気軽にご相談ください。 


